
公益社団法人福島県不動産鑑定士協会 

令和８年度事業計画 

 

当協会は平成 26 年度より公益社団法人として新たな体制をスタートし、12 年余りが経過しまし

た。当協会の理念である不動産鑑定評価の進歩改善、啓発普及、県民生活の安定向上と県土の

発展のため、当協会は本年度、以下の事業を遂行いたします。なお、遂行にあたっては、昨年度策

定した「（公社）福島県不動産鑑定士協会 2025 ビジョン （5 年程度先を見据えた 2025 年度（令和

7 年度）～2026 年度（令和 8 年度）の運営基本方針）」を踏まえ、当協会が抱える諸課題にも真摯に

向き合って参ります。 

 

【公益目的事業】 

公 1・・・不動産及び不動産鑑定評価に関する知識等の普及・啓発事業 

（１）各種相談会の開催等 

（２）地価調査書の作成・公表 

（３）不動産に関する調査・研究の推進 

（４）資料の整備提供 

公２・・・地価調査受託事業 

（１）分科会の開催等 

（２）鑑定評価書の確認作業 

公３・・・固定資産税評価に係る事業 

【収益事業】 

収１・・・原発事故による財物賠償に係る価格等調査受託事業等 

 

Ⅰ．公益目的事業 

 

１．公１（不動産及び不動産鑑定評価に関する知識等の普及・啓発事業） 

 

（１）各種相談会の開催等 

①不動産無料相談会の開催 

年 2 回（4 月と 10 月予定）、福島市、郡山市、いわき市、会津若松市及び白河市の５

会場で開催します。 

（予算：会議費より 250,000 円、会場費 50,000 円、広告宣伝費 479,000 円） 

②専門士業合同の相談会、研究会等への会員の派遣 

郡山市の６士業、福島市の 7 士業の合同無料相談会及び関連する研究会、交流会

等について、共催及び会員の派遣をします。 

（予算：会議費より 250,000 円） 

③会員向け研修会の開催 

所属会員の資質・知識・技能の向上のため研修会を開催します。 

（予算：講師謝金等 180,000 円） 

④公開講演会の開催 

一般県民向けの公開講演会を開催します。テーマは、将来、当業界を担う若年層に

も訴求できるものを優先的に検討します。 

（予算：講師謝金 300,000 円〈別途旅費〉、会場費 48,000 円、広告宣伝費 900,000

円） 

⑤他団体、公的機関が実施する無料相談会への相談員派遣 



 

 

 

福島県が実施する避難者向けの不動産に係る財物賠償に関する個別相談会へ相

談員を派遣します。 

⑥不動産鑑定相談所の設置 

不動産鑑定相談所を設置し、県民から不動産鑑定評価に関するあらゆる相談に応

じ、不動産鑑定評価に対する認識と不動産鑑定評価制度の普及啓発を図ります。 

⑦不動産関連業界との情報交換 

不動産関連業界との意見交換会等を通じて、情報のやりとりをしていきます。特に、

今年度は当協会から（公社）福島県宅地建物取引業協会に外部理事を輩出するので、

外部理事となる会員と連携して同協会との情報共有を深めます。 

⑧災害に関する支援活動 

災害発生の際、(公社)日本不動産鑑定士協会連合会と連携し、被災自治体におけ

る住家被害認定調査等の支援活動を行います。また、災害対応は平時からの準備が

大切であることを踏まえ、平時における自治体向けの研修にも取り組みます。 

 

（２）地価調査書の作成・公表 

福島県が実施する地価調査と国土交通省が実施する地価公示の結果については、福

島県企画調整部復興・総合計画課の監修のもと作成する地価調査書を PDF データにて

当協会ホームページで公表します。 

（予算：220,000 円） 

 

（３）不動産に関する調査・研究の推進 

①不動産ＤＩ調査の実施 

福島県内の宅建業者を対象に、県内の不動産の取引価格水準と不動産市況に関

する現状と先行きについてのアンケートを実施し、ＤＩとして継続的に分析するとともに

その結果の概要を当協会のホームページ上で公表いたします。本年度は前年に引き

続き、年 2 回の実施を予定しております。 

また、このようなＤＩ調査が全国規模で展開しており、ＤＩの全国版の実施に対して、

当協会も積極的に協力して参ります。 

（予算：600,000 円） 

②協会外における研修等への講師派遣 

福島県が実施する用地担当中堅者研修へ当協会より講師を派遣します。また同様

の各種団体等からの要請に応じて、講師を派遣いたします。 

③新規業務へのチャレンジ推進 

当協会内に新規業務にチャレンジする機運を醸成するため、会員が新たな評価技

術の習得等のために行った研修受講費用等（令和７年度分）を、申請に基づき一会員

につき 5 万円まで補助します。 

（予算：200,000 円） 

 

（４）資料の整備提供 

①ＲＥＡ－ｊｉｒｅｉ及び独自事例の整理、提供 

公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会の運営する不動産取引事例の収集・

検索システム（ＲＥＡ－ｊｉｒｅｉ）によって、福島県内の取引事例の不動産鑑定士への提供

を行います。またＲＥＡ－ｊｉｒｅｉの対象となっていない賃貸事例、マンション事例等につ

いては、当協会内の事例検索システムで管理して参ります。 

（予算：100,000 円） 

②ホームページの更新・管理及び改修 

情報セキュリティの観点から当協会のホームページのリニューアルを行います。ま



 

 

 

た、令和 3 年度よりホームページ上で地価マップによる地価情報の発信を開始しました

が、今後も当協会のホームページについて適時の更新・管理及び改修を行い、国内外

に当協会及び不動産鑑定についての情報発信を行います。 

（予算：1,460,000 円） 

 

２．公２（地価調査受託事業） 

福島県が国土利用計画法施行令に基づいて実施する地価調査について受託事業者とな

り、基準地の評価及び必要な調査を行って参ります。なお、受託料については、地価公示報

酬の値上げの動向を確認しながら、福島県と調整を図ってまいります。 

（事業予算：約 3,610 万円） 

 

（１）分科会の開催等 

地価調査においては地価公示に準じて福島県を 3 つのブロックに分け、それぞれに分

科会が設けられますが、当協会では分科会を開催し評価バランスの維持や価格形成要

因の研究を行います。また北海道・東北ブロック会議に会員を派遣し、情報交換や他県と

の価格バランスの維持に努めます。 

 

（２）鑑定評価書の確認作業 

地価調査において提出される鑑定評価書の品質保持のため、記載内容の形式的点検

を行います。 

 

３．公３（固定資産税評価に係る事業） 

地方税法に基づいて固定資産税及び都市計画税の課税のために市町村が行う固定資産

税の評価においては、3 年に 1 回行われる標準宅地の評価替えのための鑑定評価業務と、

毎年度行われる下落修正のための時点修正業務があります。今年度は評価替えの鑑定評価

業務はなく、時点修正業務だけとなっております。 

 

・時点修正業務 

時点修正業務について受託契約、請求事務等を行います。 

（事業予算：約 4,900 万円） 

 

Ⅱ．収益事業 

 

収１（原発事故による財物賠償に係る価格調査受託事業等） 

 

（１）価格等調査受託事業 

原発事故による不動産の財物賠償について、地元の状況に精通した専門家として、昨

年度に引き続き、価格等調査業務の受託を行います。また迅速・公平な財物賠償を実現

するための助言・意見等を東京電力株式会社その他必要と思われる関係機関に対して

行って参ります。 

（事業予算：約 250 万円） 

本年度受託が見込まれる業務は次の通りです。 

・宅地比準業務・・・宅地として賠償すべきであるのに課税地目が宅地となっていな

い、すなわち固定資産税評価額を基礎とする東京電力の定型

賠償では適切な賠償が見込めない土地、又は住宅地内の介在



 

 

 

農地等現況地目よりも宅地価格を基にすべきと考えられる土地

について、固定資産標準宅地との比準その他の方法により、不

動産の適正価格を評価するものです。 

 

・建物レビュー業務・・・建物の賠償のために補償コンサルタントが行う建物の現地調

査について、その妥当性を第三者の立場から検証するもので

す。 

・農林地ＡＤＲ対応・・・地域の標準的な土地を選定して評価する標準地評価によっ

て対応した農地、林地について、所有者等からＡＤＲとして提起

があった場合に、対象土地そのものについての価格調査を行う

ものです。 

・民事訴訟対応・・・財物賠償に関連して民事訴訟が提起され、裁判所から調査の嘱

託等があった場合、必要に応じて取り組みます。 

 

（２）環境省関連業務 

中間貯蔵施設設置に伴う土地評価業務等について対応して参ります。 

（事業予算：約 400 万円） 

 

Ⅲ．委員会活動 

 

今年度の協会としての事業は上記の通りでありますが、その実行のため、当協会では総務財

務、調査研究、公的土地評価、綱紀・懲戒、広報、災害対策支援及び会員の高齢化・会員数の

減少に対応する特別委員会（仮称）を設け、分担して事業の遂行に当たります。 

なお、会員の高齢化・会員数の減少に対応する特別委員会（仮称）は、会員の高齢化、引退

等による会員数の減少等に対応するため、昨年度新たに設置したものです。 

各委員会の今年度の活動内容は次の通り予定されております。 

（予算：委員会開催費約 49 万円） 

 

１．総務財務委員会 

・予算、決算、事業計画の支援 

・当協会主催の無料相談会の運営及び担当者割り当て 

・鑑定評価業務の発注に係る県用地室との意見交換会の実施（鑑定契約のあり方の検討を

含む） 

・県の個別相談会その他協会外の相談会等の担当者割り当て及び派遣 

・不動産鑑定相談所、電話相談の運営及び担当者割り当て 

・地域会研修会等への協力、担当者・講師等派遣  

・安否確認等災害時対策 

・住宅ファイルの実用化支援 

・個人情報保護法改正に伴う当協会の関連規程の改正・整備 

・そのほか他の委員会に属さない事項 

 

２．調査研究委員会 

・当協会主催の研修会の実施、運営 

・福島県用地担当者中堅者研修、及びその他の研修等への講師派遣 



 

 

 

・不動産ＤＩアンケートの実施（第 32 回、第 33 回） 

・不動産ＤＩアンケートの改定検討 

 

３．公的土地評価委員会 

・地価公示、地価調査に係る分科会及び幹事会の開催並びに地方代表幹事会出席 

・地価公示及び地価調査の宅地見込地について、選定替え若しくは担当者変更地点の適用

数値の検証、策定開発計画の検証、これを踏まえた開発計画のあり方についての検討（地

価公示・地価調査の宅地見込地担当者と協働） 

・国税標準地評価のバランス検討会議開催 

・固評 時点修正バランス検討（Ｐ－ＭＡＰ活用） 

 

４．綱紀・懲戒委員会 

・連合会と連携し、機会あるごとに職業専門家としての倫理の保持高揚に努め、士協会会員

に対して注意を喚起するとともに、不当鑑定に対しては厳正な態度で望みます。 

 

５．広報委員会 

･一般公開講演会の開催 

 総務財務委員会から移管された「一般公開講演会」の開催を予定し、その企画・立案及び

実施を担う。 

・士協会ホームページのリニューアル実施 

 情報セキュリテイの観点から士協会ホームページのリニューアルが必要となることから、その

企画・立案及び実施を担う。 

・士協会活動（無料相談会、公開講演会等）における広報業務の推進 

 Wｅｂ等の活用を図りながら効果的な広報活動を実施する。 

・地価調査書 PDF の編集・発行（年 2 回）、県への提供、協会 HP へのアップ 

・書籍等の資料の拡充 

 

６．災害対策支援委員会 

・被災地支援活動の周知・啓発：起こり得る県内の災害に備えるため、住家被害認定調査等

の被災地支援活動に関する情報の会員等への提供、周知、啓発を行う。 

・災害支援に関する自治体向け研修等を実施できる体制の強化。 

初動マネジメント、研修支援、相談業務支援などに対応できる体制を作る必要があるため、

そのためのマニュアル等を作成する。 

・被災地支援活動：災害発生の際、連合会と連携し、被災自治体における住家被害認定調査

等の支援活動を行う。 

・福島県との住家被害認定調査に関する協定の締結 

 協定案を確認し新年度上期の締結を目指す 

・災害協定締結の要望を受けた自治体に対しては検討を行う。 

・国見町の包括連携協定に基づく連携事項に関する意見交換会の実施や要請があった場合

に空家相談会等への出向。 

（国見町が抱える課題をお聞きし具体的な最優先課題を把握。提案を検討し委員会のかか

わりを強化する。） 



 

 

 

 

７．会員の高齢化・会員数の減少に対応する特別委員会（仮称） 

会員の高齢化、引退等による会員数の減少等に対応するために昨年度設置された特別委

員会として、以下の活動を行います。 

・会員の高齢化、引退等による会員数の減少に伴い発生する問題点と課題の洗い出しを行

う。 

・会員の健康問題等により業務を継続できなくなった場合の円滑な業務引継ぎを可能とする

セーフティネットの仕組みを検討する。 

・個々の会員が抱えている特殊業務について、知見の承継を図る仕組みの構築を検討する。 

・将来の廃業マニュアルを整備し、既存業務を円滑に承継できる仕組みを検討する。 

 

 

  



 

 

 

 

公益社団法人福島県不動産鑑定士協会         

令和８年度資金調達及び設備投資の見込み 

 

 

１．資金調達 

   会費収入と事業収益で賄う。 

 

 

２．設備投資 

   新規の設備投資の予定はない。 

 

 


